
平成３０年度第１回佐倉市総合教育会議 
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■ 確かな学力の向上　〔指導課・教育センター〕

〇

〇

【重点】 学習状況調査の実施

〇 主体的・対話的で深い学びを意識した授業改善。

〇

〇

〇

■ 学習意欲の向上　〔教育総務課・学務課・指導課〕

〇

〇

〇

〇

〇 理科支援員の派遣。

〇

〇

■ 指導の質の向上　〔学務課〕

〇

【重点】 小規模校学校活力の向上

〇

■ 教職員の質の向上　〔学務課・指導課・教育センター〕

〇

〇

〇

〇 佐倉市教育センター等報告会の開催。

「楽しい科学教室」、「児童生徒科学工夫作品展」の開催。

複式学級の解消と少人数によるきめ細かな指導の実践。

個に応じた学習支援を行うため、学校支援補助教員を配置。

「佐倉市教職員研修体系」に基づく研修会の開催。

指導主事等による計画的な学校訪問。

教育委員及び教育委員会職員による定期的な学校訪問。

研究指定校・モデル校の指定。

高校生を対象とした奨学金の支給。

小中学校就学援助制度による経済的な負担の軽減。

大学等との連携による「学力向上支援事業」、「ちば!教職たまごプロジェクト」等の実施。

【拡充】 全小中学校に派遣している外国人英語指導助手を3名増員。

奉仕活動や緑化推進運動などの体験。

平成３０年度 教育大綱に基づく佐倉市の教育施策
～魅力ある心豊かなふるさと佐倉のひとづくり、まちづくり～

全国学力・学習状況調査への参加。

佐倉市独自の学習状況調査の実施。

「好学チャレンジ教室」の開催。

思考力や判断力、表現力などを培う授業の実践。

【拡充】「新入学学用品費」の入学前支給の実施。（平成30年度新入学生から）

基本方針１

豊かな心と学ぶ喜びに満ちた学校教育を充実させます

確かな学力

-2-



■ 学校給食を活かした食育の推進　〔指導課〕

〇

〇

〇

〇

〇

■ 児童生徒の体力向上の推進　〔指導課〕

〇

〇

〇

■ 心の教育の充実　〔指導課・教育センター〕

〇

【重点】 佐倉の地域性を活かした道徳教育の推進

〇

〇

〇

〇

■ 一人ひとりのニーズに合った教育の推進　〔教育センター〕

〇

〇

【重点】 特別支援教育の推進

〇

〇

■ 学校教育相談の充実　〔教育センター〕

〇

【重点】 教育相談の充実

■ 読書や芸術・文化学習の支援 〔学務課・教育センター・図書館・市民音楽ホール・美術館〕

〇

〇

〇

〇

【拡充】 次期学習指導要領に合わせた道徳教材及び指導案の改善。

美術館や音楽ホール等との連携事業の実施。

社会人活用による授業の充実やキャリア教育の推進。

主体的に考え、議論する道徳指導の研究の推進

教育支援委員会の開催。

給食施設設備の維持補修及び更新等。

体力向上推進会議・小中体育大会等の開催。

【重点】 児童生徒の体力向上の推進

民間プールとの連携による水泳授業の取り組み。

各種検診の実施と事後措置の徹底による児童生徒の健康増進。

佐倉学道徳副読本「佐倉の道徳」の活用（郷土の先人等を題材）。

「朝の読書」などの読書活動の充実。学校図書館司書の配置。

学校図書館蔵書整備。学習教材用新聞の配備。

学校巡回音楽鑑賞会、合唱教室、ハンドベル教室の開催。

学校・美術館連携プログラムによる美術教育の支援（出前授業等）。

特別支援教育支援員の配置。

佐倉市特別支援教育連絡協議会による子供へのサポート体制。

学校支援コーディネーターの派遣等、インクルーシブ教育システム推進事業の実施。

教育センターや適応指導教室などを活用した教育相談の充実。

安全・安心な給食の提供（地場産物を中心とした献立作りの推進、放射能検査）。

全小中学校で、食物アレルギー対応のためのエピペン研修会を実施。

家庭・地域対象の給食試食会等、食育の推進。

生活習慣病予防教育における食生活個別相談の充実。

【重点】 食育の推進

豊かな心

健やかな体
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〇

〇

佐倉学副読本「ふるさと佐倉の歴史」の一部改訂と活用。

■ いじめ防止の取り組み　〔指導課〕

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

「東日本大震災」を教訓とした防災体制の推進。防災教育の充実。

教材備品や情報機器の整備。コンピュータを活用した情報教育の推進。

■通学路の安全の確保　〔学務課〕

児童生徒が安心して通学できるための、安全確保・パトロール。

【重点】 通学路の安全確保

【継続】普通教室等への空調設備導入のための事業者選定を実施。

体育館屋根落下防止事業、給水設備更新工事等の実施。

【重点】 小中学校施設の環境整備

災害発生時における通信手段の確保（災害時用PHS電話の設置等）。

■ 学校の教育環境の整備　〔学務課〕

「佐倉市いじめ防止基本方針」に基づく、いじめ防止対策の推進。

【重点】 いじめ防止対策推進事業

「佐倉市いじめ対策調査会」、「佐倉市いじめ問題対策連絡協議会」、

学校支援アドバイザーの巡回派遣等。

■ 学校の施設整備の推進　〔教育総務課〕

■ 「佐倉学」の推進　〔指導課〕

全小中学校における「佐倉学」の推進と、希望校を対象とした「佐倉学検定」の実施。

【重点】 学校教育における佐倉学の推進

■ 地域教材を活用した学習の推進　〔指導課〕

社会科副読本「わたしたちの佐倉市３、４年生版」の活用、

【重点】 学校教育における佐倉学の推進（再掲）

「佐倉市いじめ防止子供サミット」の開催。

いじめ防止の取り組み

ふるさと佐倉への愛着と誇り

教育環境の整備
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〇

スクールガードフォーラム等の開催。スクールガードボランティア活動の支援。

【重点】 アイアイプロジェクト活動の推進

〇

小学校６校、中学校３校に学校運営員会を設置。

【重点】 学校運営委員会を活用した開かれた学校づくりの推進

〇

〇 各地域の児童同士の交流を図る交流合宿の実施。

【重点】 地域性を活かした児童交流の推進

〇

〇

【重点】 子育て講座の開催

〇

〇

〇

〇

〇

【重点】 教育懇話会の開催

〇

〇

学校・保護者・地域と連携したアイアイプロジェクト活動の推進。

『我ら学び隊』等、生涯学習・文化行事の情報発信。

■ 市民による教育と文化の育成　〔図書館〕

市民読書感想文集『さくらおぐるま』の発行等。

市立幼稚園における預かり保育・園庭開放等の実施。

■ 関係機関との連携強化　〔社会教育課・公民館〕

ＰＴＡ活動団体への支援。関係機関と連携した情報交換の推進。

■ 教育に関する市民参加の促進　〔教育総務課等〕

教育懇話会の開催。

■ 家庭教育の充実　〔社会教育課・公民館・図書館〕

中学生を対象とした子育て理解講座や保護者を対象とした子育て学習の実施。

学校における家庭教育学級や公民館における家庭教育事業の充実。

■ 幼稚園児の就園の支援　〔学務課〕

市立幼稚園の教育環境充実。園児の就園支援。

地域・保護者が参画し、地域に支えられる学校づくりの推進。

■ 地域とのつながりや連携の推進　〔社会教育課・公民館・学務課〕

地域との連携による通学合宿の実施。

地域交流を図る公民館祭の開催や社会教育団体の育成・支援。

■ 地域に開かれた学校づくり　〔学務課・指導課〕

基本方針２

学校・家庭・地域が連携して子どもたちを育みます

地域に開かれた学校づくり

地域との連携

市民の参加・協働事業の推進
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〇

【重点】 佐倉市教育の日の趣旨に沿った関連行事の開催

〇

〇

〇

〇

〇

【重点】 市民カレッジ事業

〇

【重点】 コミュニティカレッジさくら・さくら学び塾の運営

〇

【重点】 市民カレッジ事業（再掲）

〇

〇

〇

【重点】 社会教育における佐倉学の推進

〇

〇

〇

【重点】 文化財普及活動の推進

〇

〇

【重点】 佐倉図書館の整備

【継続】(仮称)佐倉図書館等新町活性化複合施設の基本設計・実施設計を実施。

【新規】図書館電算整備事業(Ｈ30.3～新図書館システムへ更新)。

【継続】市民音楽ホール客席の天井改修工事、設備の改修等。

【新規】本佐倉城跡の国史跡指定20周年記念事業の実施。

埋蔵文化財や歴史民俗資料の保全・活用、見学会の実施等。

楽しい英語・日本語教室、オランダ児童との交流事業の実施。

■ 社会教育施設の整備の推進　〔社会教育課・美術館・図書館・市民音楽ホール〕

図書館、市民音楽ホールなど、社会教育・文化施設の整備・補修。

佐倉ゆかりの美術作家等の調査・研究、展覧会の開催。

■ 「佐倉学」の推進　〔社会教育課・公民館〕

公民館等における「佐倉学」講座や「佐倉っ子塾」の開催。

■ 新たな学ぶ意欲の喚起　〔文化課〕

市内指定文化財等の周知・公開（旧堀田邸・武家屋敷・佐倉順天堂記念館等）。

■ 地域活動の担い手の育成　〔臼井公民館・中央公民館・公民館・図書館〕

コミュニティカレッジさくら・さくら学び塾の活動推進。

市民カレッジ事業やボランティア養成講座等の実施。

■ “佐倉ならでは”の情報発信の強化　〔図書館・美術館〕

メディアを活用した「佐倉学」の情報発信。

■ 公民館等の社会教育機能の拡充　〔社会教育課・中央公民館・公民館・図書館〕

大学、高等学校等を活用した市民向け公開講座の開催。

公民館・図書館における各種講座の実施。

図書館が収蔵する郷土資料の充実。

幼児・児童向けのおはなし会やブックトーク等の開催。

■ 市民との協働事業の推進　〔教育総務課・文化課・美術館〕

「佐倉市教育の日(１１月１６日)」関連行事の開催。

佐倉市民文化祭など、市民が参画する事業の推進。

基本方針３

生涯にわたる学びを支援し、人権・平和教育を推進します

生涯にわたる学びの支援
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〇

【重点】 コミュニティカレッジさくら・さくら学び塾の開設（再掲）

〇

〇

〇

〇

〇

【重点】 市民文化資産の保全と活用

〇

〇

〇 【新規】弥勒町山車の修復・山車人形のレプリカ製作等(文化財整備補助事業）。

〇 【新規】「古今佐倉真佐子」の現代語版編集作業の実施。

〇

【重点】 井野長割遺跡の保全・整備と活用

〇

〇

〇 【新規】旧駿河屋住宅の土地・建物の取得及び適切な維持・管理等。

〇

〇

〇

〇

〇

市立美術館を拠点とした企画展等の開催。

「矢部又吉と佐倉の近代建築」展、「秋山正太郎展」等。

芸術文化活動団体の支援・育成。

女子美術大学・順天堂大学、国立歴史民俗博物館等との連携協働。

■ 歴史的建造物の保全・整備　〔文化課〕

登録有形文化財制度の周知と登録物件の活用推進。

旧平井家住宅の活用。

■ 芸術・文化活動の充実　〔文化課・市民音楽ホール・美術館〕

映画上映会「キネマの夕べ」、市役所ロビーコンサートの開催。

市民音楽ホールを拠点とした多彩な事業展開。

終戦の日に合わせた図書館における平和関連書籍の配架。

■ 歴史文化資産の保全活用　〔文化課〕

市民文化資産の選定・保全、活用と普及。

歴史文化資産の学習会・見学会の開催。

【継続】武家屋敷多目的トイレ建設工事。茅葺屋根葺き替え工事（旧河原家住宅）。

国指定史跡の本佐倉城跡と井野長割遺跡の保存・整備。

コミュニティカレッジさくら等の市民大学の開講。

学校一般開放等によるスポーツに親しむ機会の提供。

文学、歴史等の一般的教養に関する講演会の実施。

■ 生涯学習の推進　〔社会教育課・図書館〕

人権教育講座の実施。

■ 生涯学習の推進　〔社会教育課・臼井公民館・公民館・図書館・美術館〕

基本方針４

歴史・文化の保全活用と芸術・文化の振興を推進します

人権・平和教育の推進

歴史・文化の保全活用

芸術・文化の振興
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いじめ問題に関する取組状況について 

                           佐倉市教育委員会 指導課 

 

（１）いじめ防止対策に向けた方針等の状況 

○平成２９年 ３月 国法「いじめ防止等のための基本的な方針」を改定 

          国法「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」を策定 
○平成２９年１１月 県条例「千葉県いじめ防止基本方針」を改定 

 

（２）佐倉市いじめ防止対策推進事業における取組状況 

○平成３０年４月～ 「学校支援アドバイザー巡回派遣」開始 

○     ４月～ 「いじめ月例調査（改訂版）」開始（24 年度から継続） 

○４月～５月    「全３４小中学校を会場とした生徒指導研修会」実施 

○７月１３日（金） 「佐倉市いじめ問題対策連絡協議会」開催（28 年度から継続） 

○８月 ６日（月） 「第１回佐倉市いじめ対策調査会」開催予定（28 年度から継続） 
○８月１０日（金） 「佐倉市いじめ防止子供サミット」開催予定（26 年度から継続） 

○平成３１年２月  「第２回佐倉市いじめ対策調査会」開催予定 

○年７回      「生徒指導担当者会議・連絡会議」を通じた学校間の情報共有 

○年６回      「長欠対策研修会、教育相談基礎講座」等を通した指導技術の向上 

○通年       「児童青少年課と連携したケース会議」の展開 

 

（３）いじめの状況 

○平成３０年６月３０日までの状況 

 ①認知件数 

 

 

 

 

小 学 校 

 

中 学 校 

 

小 中 合 計 

 

（ ）内の数値は

、前年度６月末と

の比較 

１７６件 
(＋１０２) 

５３件 
(＋１１) 

２２９件 
(＋１１３) 

 ②状  況    解消している： ４１件 

          取り組み中 ：１８８件 

          その他   ：  ０件 

 ③内  容    ・「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句嫌なことを言われる」 

           が１４１件でもっとも多い 

          ・「金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたり 

           する」が３９件で次に多い 
 ④発見のきっかけ  ・本人からの訴えが９０件でもっとも多い 

          ・本人の保護者からの訴えが４７件で次に多い 

 

○平成２９年度末の状況 

  別  紙 
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平成２９年度佐倉市立小・中学校におけるいじめの状況について  

 

（ 平 成 ２ ９ 年 ３ 月 末 現 在 ）  

 

１．いじめの認知件数  

    Ｈ２９年３月末 Ｈ３０年３月末 前年度同月比較 

  小学校    ２５５     ２１８  －３７ 

  中学校   ７９  １１５  ＋３６ 

  合 計  ３３４ ３３３  －１ 

 

２．Ｈ３０年３月末 いじめの状況  

 解消している 取り組み中 その他 合計 

小学校 １５６ ６２ ０ ２１８ 

中学校 ８０ ３５ ０ １１５ 

合計 ２３６ ９７ ０ ３３３ 

 

１．Ｈ３０年３月末 いじめの内容  （件数の多いもの上位３項目）※複数選択可  

                   区 分    小    中   合計  

冷やかしやからかい，悪口や脅かし文句いやなことを言われる 

 

１２６  

 

７８  

 

２０４  

 

軽くぶつかられたり，遊んだふりをして叩かれたり蹴られたりす

る 

４８  

 

１５ 

 

 ６３  

  

嫌なことや恥ずかしいこと，危険なことをされたり，させられ

たりする 
２６  

 

１７  

 

  ４３  

 

 

 ４．いじめ発見のきっかけ  

    Ｈ２９年３月末  Ｈ３０年３月末  

 小学校  中学校  合計  小学校  中学校  合計  

  学校が発見   ８１   ２３  １０４   ６７   ４１  １０８  

  
 内  

 

 訳  

 

担任教師   ２７    ８   ３５   ２１    ６    ２７  

担任外教師   １１    ３    １４   １０     ３    １３  

養護教諭    １    ０      １    ０     ０      ０  

ＳＣ・相談員    １    ０      １     １     ０      １  

アンケート   ４１   １２   ５３   ３５   ３２   ６７  

 学校以外からの発見  １７４   ５６  ２３０  １５１   ７４  ２２５  

  

  

 内  

 

 訳  

 

 

本人    ６７    ３２    ９９   ５５   ４１    ９６  

本人の保護者    ６７    １６    ８３   ６１   ２２    ８３  

他の児童生徒    ２１     ２    ２３   ２１    ８    ２９  

他の保護者    １６      ５    ２１   １１     ２    １３  

地域住民      ０      ０      ０     １     １      ２  

関係機関      ３      １      ４     ２     ０      ２  

その他（匿名等）      ０      ０      ０   ０     ０      ０  

合  計  ２５５   ７９   ３３４ ２１８  １１５  ３３３  
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公民館有料化に関する取組状況について 

佐倉市教育委員会 社会教育課 

 

（１）公民館使用料改正から７月までの経緯 

 

〇平成２９年１２月 ・減免規定などについて「佐倉市立公民館の管理運営に関する規則」 

の一部改正を定例教育委員会議にて協議 

 

          ・「佐倉市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する 

条例」の公布施行 

 

〇平成３０年 ２月 ・使用料等に関する説明会を各公民館で開催 

・「佐倉市立公民館の管理運営に関する規則の一部を改正する規則」  

を定例教育委員会議にて議決 

 

〇平成３０年 ３月 ・使用等に関する説明会の意見を集約し、各公民館にポスターを 

           掲示し、利用者に周知 

・市内全公民館において、７月から貸し出し区分を１時間単位に 

 変更することで統一 

          ・こうほう佐倉３月１５日号にて公民館使用料改正について開始 

時期、料金などを周知 

 

〇平成３０年 ５月 ・各公民館にて７月分利用受付開始 

          ・公民館使用料の免除に関する取扱いを決定 

 

〇平成３０年 ６月 ・公民館の使用料免除について、各公民館にポスター掲示し、利用 

           者に周知 

 

平成３０年 ７月 １日 条例の使用料改正規定適用日 

 

 

 

（２）公民館使用料の支払い方法について 

 

〇公民館使用料発券機を導入 

 

 【理由】 ・利用者の利便性を考慮（土日夜間も使用料の支払いが可能） 

      ・公金の適正管理 

      ・職員の事務軽減 
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